
徳島県における中小企業者のための
官公需確保対策について

令和６年８月３０日（金）
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官公需契約実績額の推移

官公需契約
総実績

（A）（億円）

中小企業向け
契約実績
（B）（億円）

新規中小企業向け
契約実績
（C）（億円）

比 率
（B）/（A）
（％）

比 率
（C）/（A）
（％）

令和元年度 843 713 0.5 84.5 0.06

令和２年度 1,047 874 1.5 83.4 0.15

令和３年度 1,152 870 4.1 75.6 0.35

令和４年度 987 802 6.0 81.3 0.61

平 均 1,007 815 3.02 80.9 0.3

※R5年度国等の中小企業・小規模事業者向け契約目標
 比率：６１％ 金額：５兆６，５９８億円
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「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」等の周知

・県内市町村及び県関係機関へ、

  基本方針等を電子メールにて配布

→今後、官公需の発注に際して、中小企業者に対し

より一層の受注機会の増大へ配慮いただくよう依頼

・上記に加えて、「物価高に負けない賃上げ」の実現に向け、

官公需においても価格転嫁を進めること、

能登半島地震の被災地域の中小企業者に対し、

受注機会を増やせるよう配慮いただくことも周知
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「徳島県経済飛躍のための
中小企業の振興に関する条例（抜粋）」

平成２０年３月に制定・施行

（新たな市場開拓に挑戦する頑張る中小企業者等の販路の拡大等）

第１５条

２ 県は、中小企業のサービス等の利用等の気運の醸成に努め、需要の拡大の促進を図るととも
に、中小企業のサービス等に対し自ら率先して試用すること及びその受注機会の増大を図ること、
優れた中小企業のサービス等に対し顕彰することその他の中小企業のサービス等の需要の拡大
の促進のために必要な施策を講ずるものとする。

（小規模企業の振興）

第１７条 ※平成２８年１０月に条例改定

２ 県は、小規模企業が地域経済の安定化に果たす役割の重要性を認識し、創業及び起業、小規
模企業者の事業の承継並びに人材の育成及び確保、地域の観光の振興等の視点に立った施策を
講ずるものとする。
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「県内企業優先発注及び県内産資材の優先使用のための
実施指針」について

平成１６年１１月に策定

県民が実感できる持続的な経済成長を実現し、県内企業の受注機会の確保や雇用を維持す
るため、当指針を策定し、県の全ての機関による「公共工事関係」、「情報システム調達関係」、
「物品調達関係」、「その他の分野」における県内企業への発注・調達率の向上を推進する。

※令和６年４月に改正

県内企業への発注率（件数・金額） ９０％以上

県内に本店を有する事業者への発注率（件数）  ８０％以上 ※WTO案件を除く

目標

趣旨
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